
（別紙４）
国有林材の安定供給システムに係る企画提案書について
　　　　　　　　　　　　　　　　（令和８年度　第２次）
　　年　　月　　日　　

　　　東北森林管理局長　あて
住所

商号又は名称

代表者氏名

注）共同申請の場合は、代表者が他の申請者にかかる企画提案をとりまとめの上、一つの企画提案書として作成すること。

国有林材の安定供給システム実施要領第５条第２号の規定により、買受を希望する林産物に関する企画提案書を下記のとおり提出します。

本企画提案書の提出にあたっては、虚偽の事実がないこと、協定の締結後は本企画提案書の内容に基づく取組を行うことを確約します。

また、企画提案の審査結果について異議申し立てをしないこと、本企画提案書の内容を公表すること、取組の履行状況の確認に協力することについて了承します。

なお、本企画提案書の内容に関する質問等への対応は以下の作成担当者が行います。

記

１．国有林材の安定供給システムに係る企画提案書　　別紙５
２．添付書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別添

（作成担当者）担当部署・役職

氏名

電話番号

番号

